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１．東日本大震災がもたらした課題

１０数年前にアメリカ合衆国カリフォルニア州の

大学に滞在していたおり，附属図書館で地震に関

する防災教育の資料を調べたことがありました。

カリフォルニア州では日本同様しばしば地震が発

生していることから，防災教育も進んでいると予

想していましたが，意外にも出てきた資料の多く

は日本の防災教育を紹介したものでした。

日本では，毎年のように地震災害や気象災害に

見舞われるため，様々な防災対策が推進されてき

ました。近年では世界でも類をみない緊急地震速

報のシステムが実用化されています。学校におい

ても校舎の耐震化など施設面からの対策に加え，

避難訓練も定期的に実施されています。

しかし今回の東日本大震災では，地震に加えて

想定を大きく上回る大津波によって甚大な被害が

広範囲に発生し，残念ながら多くの児童や教職員

も犠牲となっています。どうすれば人的な被害を

防ぐことができるのか，効果的な防災教育の内容

や方法は何か，現時点で明らかになっていること

をふまえて，考えてみたいと思います。

２．避難訓練を工夫する

これまで通常の避難訓練とは，児童が教室にい

る時間帯に地震が発生するという前提で行い，直

後に机の下に身を隠し，揺れが収まった後に校舎

外に避難するというものでした。しかし教室に子

どもたちがそろっているときに限定して，地震が

発生するわけではありません。したがって，いつ

でも机の下にもぐることができるとはかぎりませ

ん。

今回の大震災では，すでに一部の児童らが下校

した後に地震が発生しています。いつどんな場所

で地震が発生しても，最も安全な行動をとること

ができるのが理想です。ではどうしたらよいので

しょうか。

いつもの避難訓練を，場所を変えて行うことも

１つの工夫です。例えば家庭科や理科などの特別

教室で，学習中に地震が発生したという設定をし

ます。普通教室のように児童らは机の下にもぐろ

うとしても，特別教室のため机の下にもぐる十分

なスペースがない場合もあります。そのような場

合には，転倒物や落下物から身を守る行動をとっ

さにとらなければなりません。

また休み時間だったらどうでしょうか。給食の

配膳中だったら，体育館にいたらどうでしょうか。

いろいろな状況が想定できます。

さらに登下校中ではどうでしょうか。通学路で

地震が発生した場合，ブロック塀が崩れたり，自

動販売機が倒れたりすることも少なくありません。

看板や割れた窓ガラスが上から落下してくるかも

しれません。そのため，通学路の危険を避け，安

全な場所に移動することも，大事な避難訓練です。

実は，以上に述べた避難訓練の多くは，実際に

一部の小学校ですでに行われているものです。決

して実施が困難なものではありませんので，是非

それぞれの学校において工夫してもらいたいと思

います。

３．学校の施設・設備を改善する

学校で避難訓練を行うとしても，迅速かつ安全

に避難できるための経路が確保されていなければ

意味がありません。今回の大震災でも，校舎の２

階から校舎外への避難経路が作られていたために，

迅速に避難できたという事例がありました。

文部科学省では「東日本大震災の被害を踏まえ

た学校施設の整備に関する検討会」を設置し，７

月に緊急提言を出しました。それによると，津波

災害から児童生徒を守るために，裏山への避難経

路の整備，学校の高層化，屋上の整備など，それ

ぞれの学校の状況に応じた対策が提案されていま

す。つまり具体的な避難場所と避難経路が整備さ

れていなければ，避難訓練の効果も期待できない

わけです。
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また学校で地震が発生した場合には，校庭に避

難することが一般的だと思いますが，地域によっ

ては必ずしも適切な避難方法とは言えません。近

年，学校の耐震化が進み，今回の地震でも耐震化

によって校舎への大きな被害を防げたことが，多

くの学校で確認されました。耐震化などの校舎の

整備が進んでいれば，津波や校庭の液状化が予想

される場合，校舎内にとどまるほうがむしろ安全

なときもあります。

しかし校舎内でも，天井材や照明器具が落下す

ることも予想されます。学校家具などが倒れるこ

ともあるでしょう。常に状況に応じて最も適切な

判断ができるように，教職員はもちろん，児童も様

様な状況を想定した学習をする必要があります。

４．系統性のある防災教育

防災教育は特定の教科で行われるものではなく，

様々な機会を通じて実施されています。小学校で

は，社会科において「自然災害の防止の重要性に

ついて関心を深めること（５年）」が取り上げら

れ，理科でも５年，６年の「生命・地球」におい

て自然災害が取り上げられています。

残念ながら体育科では防災の内容は位置づいて

いませんが，５年「けがの防止」で発展的に学ぶ

ことは可能です。学校での安全な環境づくりで耐

震化など施設の安全対策を学んだり，家庭での地

震対策について調べたりすることが考えられます。

また学級活動における安全指導も重要な学習機

会です。そこでは避難訓練の根拠となる地震や津

波の知識を身につける学習が考えられます。例え

ば緊急地震速報を取り上げ，どうして緊急地震速

報が出されるのか，また緊急地震速報が発せられ

たらどうすればよいのかを学ぶことによって，避

難訓練と関連づけることができます。総合的な学

習の時間を活用すれば，さらに深く防災について

学ぶことができるでしょう。

このように教科や特別活動などで，防災にかか

わる学習を関連づけ，それぞれを連携させること

で，より高い学習効果を期待することができるで

しょう。

５．防災教育のこれから

防災教育は自分や周囲の人の身を守ることだけ

にとどまりません。今回の震災では，直接，地震

や津波の被害がなかった地域でも，大きな混乱が

みられました。例えば水や食品を必要以上に買い

だめすることは大きな社会問題となりました。災

害時にはよく起こることですが，間違った情報が

チェーンメールによって流されたこともありまし

た。このような行動が，人々の生活にどのような

影響を及ぼすのかを，今だからこそ学ぶ意義があ

ると思います。

またマスコミでは被災地でのボランティア活動

も大きく取り上げられています。そしてボランテ

ィアには，大人だけではなく中学生や高校生も参

加しています。災害時には，多くの人々が直接的，

間接的に，被災者へ進んで援助の手を差し伸べて

います。

小学生にできることは限られていますが，この

ようなボランティア活動の意義と方法を学ぶこと

は，将来，安全な社会づくりへ進んで参加するこ

とにつながります。直接被災地に行かなくても，

自分ができることを探すことも大事な学習です。

新聞やテレビ，インターネットなどを活用して情

報を集め，話し合うことで，児童の関心や意欲を

高めていくことができるでしょう。

ところで文部科学省では「東日本大震災を受け

た防災教育・防災管理等に関する有識者会議」を

７月にスタートさせました。東日本大震災によっ

て被災した学校等での経験を把握・分析したうえ

で，現行の防災教育・防災管理等を見直すことを

目的としています。その中では教職員の防災教育

に関する資質向上等についても話し合われていま

す。防災教育や管理にはすべての教職員がかかわ

る必要があります。すなわち教職員の防災教育に

関する資質や能力を高める必要があるわけです。

現在，被災地外から多くの教員がボランティア

として被災地に入っていますが，研修では得られ

ない貴重な経験を得ることができると思います。

もちろんすべての教員がボランティア活動に参加

することは不可能ですが，ボランティア参加者か

ら情報を得ることは容易だと思います。もしその

ような機会があれば，ぜひ活用していただきたい

と思います。

そして，まずなによりも教員のみなさんがご自

身の家庭で防災対策を進めてください。これが学

校での指導に生きてくるはずです。

防災教育のさらなる充実を期待しています。

（健康・安全教育学／学校保健学：わたなべ・まさき）
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［写真２］

・体育館わきで青空音楽

はじめに

本校は仙台市の東部に位置し，周囲には高層住

宅や店舗等が建設され，地下鉄東西線の開業に向

け，環境が大きく変わりつつある。開校３１年目で，

児童数５２４名，学級数２０，職員数は非常勤を含め

５４名の学校である。

東日本大震災の当日は，全児童が校舎の中で学

習していたが，揺れが収まるまで机の下にもぐり，

揺れが収まってから全員が校庭に無事避難した。

その後，子どもたちを校庭に並ばせ，保護者の迎

えを待っているあいだには，恐怖で泣き叫ぶ子ど

もたちもいた。そうしているうちに，避難所にな

っている学校の体育館には，避難者がどんどん避

難してきた。そのため，教職員は避難所としての

対応にも追われた。

１．今回の大震災で被害を受けた状況

（１）被害状況

仙台市立の学校，園，計１９９校のうち一部使用

不能になった学校を含めると，９６校という全体の

約半数が被害を受けた。

なかでも校舎全体が使用不能になったのは，小

学校は１２校，中学校は７校もあった。また，体育

館全体が使用不能になった学校は２５校あり，一部

使用不能になった学校は５２校にもなった。

（２）本校の現状

このような状況のなか，本校も被害を受け，校

舎全体が使用不能になった。本校から７００ｍ離れ

た蒲町中学校での学校生活を余儀なくされ，子ど

もたちは不自由な生活を今も強いられている。

２０クラスのうち，

６クラスは中学校

の校舎使用が可能

になったが，８ク

ラスは体育館，４

クラス（特別支援

学級は３クラスが

１つの教室）は武道館が教室になった。それぞれ

段ボールによる間仕切り教室である（写真１）。

体育館や武道館の教室には，暑さ対策として各

クラス扇風機２台，冷風機１台が設備されている。

しかし，室温は朝すでに３０℃，湿度は５０～６０％も

あり，日中は３５～３６℃にも上昇する日があるとい

う過酷な学習環境である。

また，段ボール

による簡易な間仕

切り教室は，隣の

クラスの声が聞こ

え，授業に集中で

きない等の問題が

ある。もちろん音楽の授業などはできない（写真

２）。さらに，体育の授業は炎天下を７００mも離れ

た小学校まで徒歩で行き，校庭やプールでの授業

を行っている状況である。

２．子どもたちの健康問題

（１）施設・設備からの問題

・体育館や武道館のトイレや手洗いの数が少ない。

・男子トイレの小便器は中学生用に設置されてお

り，小学生には高さが合わない。

・体育館や武道館の温度や湿度が高い。

・狭い通路や狭い教室内での子どもどうしの接触

によるけががある。

・隣のクラスの声や，冷風機及び扇風機のモータ

ー音で授業に集中できない。

（２）学習環境からの問題

高温多湿な教室で長時間過ごすため，

・「頭痛」を訴えたり，「発熱」したりする。

・「気持ちの悪さ」や「全身の倦怠感」を訴える。

（３）大震災からの問題

・大震災での恐怖がフラッシュバックする。

・今後の地震に対する不安を抱えている。

３．健康問題に対する具体的な取り組み

（１）施設・設備の問題に対して

宮城県仙台市立蒲町小学校養護教諭・教育相談部主任 熊谷 宏子
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・体育館や武道館にいちばん近い中学校の校舎内

のトイレや手洗いを借用し，不足分を補った。

・健康教育課から，解決策の１つとして手指消毒

用ジェルが配布された。

・男子トイレの小便器の床全面に高さ１４cmの台

を設置し，高さを調整した。つまずいて転倒し

ないように，安全性を重視して作成した。

・体育館トイレの扉の補修と換気扇を新設した。

・体育館や武道館の構造上，温度や湿度について

は有効な対策が見当たらないので，教職員が毎

朝７時過ぎにはあらゆる窓を全開にし，各クラ

スの扇風機や冷風機のスイッチを入れることに

した（写真３）。また，子どもたちにはこまめ

な水分補給や休憩時間は外気に触れることを奨

励した。１日３

回，温度や湿度

を測定し，環境

状況を把握した。

・狭い通路や教室

内での安全な歩

行や過ごし方に

ついて，学級指導や保健室での個別指導を実施

した。５年生については保健学習「けがの防止」

の単元で，より具体的な事例をあげ学習した。

・騒音については，各クラス机の配列を工夫した

り，校舎内教室と交換したり等の対策を講じた。

（２）学習環境からの問題に対して

高温多湿な教室で体調不良を訴える子どもたち

に対し，朝の健康観察をきめ細かく実施し，保健

室で早めの休養をとらせた。なかでも３・４校時

は体調不良の子どもたちが多く，狭い保健室は困

難を極めたが，自己の健康状態を再認識させなが

ら，自己管理できるような保健指導を実施した。

３年生は「毎日の生活と健康」の第１時と第２

時の保健学習で，現状を事例として学習した。

（３）大震災からの問題に対して

震災で衝撃的な体験をした子どもたちの心のケ

アに対しては，教育相談部を中心に校内組織体制

で対応にあたっている。学級担任は朝の健康観察

をはじめ，日常における健康観察を強化し，心身

の健康状態の把握に努めている。また，「心の健

康」については個別対応の必要な子どもたちだけ

ではなく，学級全体の子どもたちに対してもあら

ゆる機会を通し取り組んでいる。養護教諭は，学

級担任との連携を密にしながら情報を共有し，心

のケアの継続的な支援にあたっている。

保健室に来室するほとんどの子どもたちは，

「保健室は気持ちが落ち着く」という。保健室は，

過酷な学習環境で過ごしている子どもたちが「心

をリラックスさせ，安心して過ごせる居場所」に

なることを第一に設営している。

教室を離れ，保健室という空間にいるだけで気

持ちが落ち着く子どもたちも多い。また，保健室

には図書室にはない本が置いてあり（写真４），

子どもたちは好きな本を読みながら心の回復を図

っている。なかには，自分の不安な気持ちを言葉

で表現し，「聴いてもら

う」「わかってらう」こ

とで心のバランスを保っ

ている子どもも見られる。

５年生の「心の健康」

第１時から第３時までの

保健学習では，心と体は

互いに深く影響し合って

いることを，震災体験という実体験を教材に学習

することができた。

さらに，震災時の心の傷が時間の経過とともに

表面化してくる子どもに対しては，スクールカウ

ンセラーと連携し，継続的なカウンセリングを受

けさせる等の支援を行っている。また，保護者や

地域に「ほけんだより」等で啓発活動を実施し，

保護者と連携して心のケアにあたっている。

４．子どもたちへ

東日本大震災による地震や津波，そして頻発す

る余震などの衝撃的な体験にとどまらず，テレビ

の映像なども子どもたちの心を不安にさせている。

そのうえ，学校が使用不可能になり，不自由な

生活を強いられている状況のなかで，子どもたち

は毎日登校している。日々，過酷な学習環境では

あるが，大震災前と同じように教室で過ごし，ク

ラスメートと遊びながら，学校生活の中で少しず

つ安心感を取り戻していってほしい。

そして突然に起こった様々な体験を生きた教材

として生活のなかで活かし，友達と支え合うこと

を大切にしながら，たくましく生きる力にしてほ

しいと願っている。 （くまがい・ひろこ）

・この稿は７月末時点のものです。

被災地の現場から①

［写真４］

［写真３］
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１．“惨状”があたりまえの風景に……

３月１１日。帰りの会の最中にその揺れが始まっ

た。机の下にもぐった子どもたちの机を容赦なく

振り回し，出口を確保するためにドアを押さえて

いた私も振り回され，ドアは腕を挟んだ後にまた

開き，私は床にたたきつけられてしまった。揺れ

が少し収まったとき，用務員さんが校庭に避難す

ることを教えにきてくれた。これが，地震発生直

後の出来事である。幸いにも，子どもたちは全員

大きな怪我もなく校庭に避難することができた。

地震発生から校庭に避難するまでの時間は約１０分

間であった。

私の勤務する学校は，石巻市の中心部から北寄

りの旧北上川沿いにある。今回の震災の被害は，

少ないほうであった。沿岸部を襲った津波の水が

逃げ場を探して内陸に押し寄せ，増水した水がじ

わじわと学校を囲み，周りが水没してしまったく

らいである。水は昇降口の階段の最上段まできた

ところで止まったので，校舎の中には入らなかっ

た。校舎は耐震工事を昨年の２学期末に終えたば

かりだったので，建物自体が崩れることはなかっ

た。子どもたちも全員無事であり，不幸中の幸い

であったといえるのかもしれない。

テレビの映像でよく目にする津波の被害が甚大

な地域は沿岸部である。以前勤務していた渡波地

区では，海岸沿いに長い松林があり，防風防砂林

としての役目をもっていた。しかし，その松林は

何事もなかったかのように立っているのに，松林

沿いにある中学校は，校舎の１階部分が津波によ

って柱を残すのみという姿に変わってしまってい

た。また，その地域では，教え子をはじめその保

護者，家族が津波の犠牲となっている。

震災から４か月あまりが過ぎても，沿岸部の復

興はままならず，道路は車が通れるように整備さ

れたが，住宅地にはガラスが割れ，柱が折れたま

まの家が数多く残っている。危険極まりないばか

りか，子どもたちは毎日その惨状を目にして生活

し，あたかもその風景があたりまえになってしま

ってはいないかと気がかりでならない。

２．気になる３つの問題

子どもたちを取り巻く環境は一変した。そのな

かで３つの問題がとても気になるところである。

１つ目は，運動面である。被害の少なかった学

校でさえ，体育館は避難所となり，校庭には動か

なくなった自動車が多数残り，運動会前の５月中

旬まで撤去されなかった。校庭の端には，避難所

の方のために自衛隊が常駐し，子どもたちが伸び

伸びと遊べる場所はなくなってしまった。また，

隣接している公園は震災ごみの集積所となり，そ

のうちに回収されはしたものの，地面に散乱して

いるガラスの破片や，木くず等が完全にきれいに

なっているわけではない。現在，学区内にある公

園には仮設住宅が建設され，ますます遊ぶ場所が

減少している。そして，やっと整地して広く使え

るようになった校庭も，沿岸部の中学校の仮設校

舎が建設されている。１０月からは，この狭くなっ

た校庭で，小学校と中学校の体育活動が行なわれ

ることになる。運動量の確保の面からすると，小

・中間で話し合い，校庭の使用等の課題を１つひ

とつ解決していくことになるだろう。

２つ目は，栄養面である。震災後，水が引いて

食料の配給が定期的に行われるようになっても，

届けられたものを食べるしかなかった。４月２１日

から学校が再開したが，その給食はというと，主

食（パン・ご飯）に，おかず１品（レトルトのハ

ンバーグや魚），牛乳，冷凍果物やゼリーだけで

ある。時々支援物資として野菜ジュースが出るも

のの，野菜はほとんど口にすることができない。

現段階では，給食センターの復旧のめどが立って

宮城県石巻市立中里小学校教諭 遠藤 範子

特
集

東日本大震災とこれからの健康・安全教育

運動量と衛生面に留意して
子どもの健康を守る
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おらず，いつまでこの状態が続くのかまったくわ

からない。

３つ目は，心の面である。幸いにして勤務校で

は，震災の被害によって不登校になってしまった

児童はいない。しかし，余震が起きたり，なにか

のきっかけで震災のことを思い出し，表情を暗く

する児童がいることは確かである。そんな児童の

心のケアをすべく，学校では，保護者に数回アン

ケートをとったりして，現状の把握を行なってい

る。しかし，保護者や家族，家など大切なものを

失ってしまった児童は多数おり，心への影響は，

計り知れないものがある。

３．健康を維持する取り組み

このような状況のなか，子どもたちがいかにし

て健康な状態でいられるかを考えた。

運動量の観点からは，以下のことを行った。学

校の方針としては「震災を理由に『できない』と

いう判断はしない」ということで話し合った結果，

６月４日に運動会を実施することにした（写真）。

校庭の様子は，前述の通りであったが，教職員で

力を合わせ，自動車を校庭の端に撤去したり，校

庭を整地したりしてなんとか実施にこぎつけた。

例年より競技種目を減らし，午前中の活動にする

ことにした。それでも，児童は１人ひとりめあて

をもって取り組み，伸び伸びと活動することがで

きた。また，その姿は，地域にとっても活力とな

ったようで，「子どもたちの姿から，元気をもら

った」といった感想が保護者から多数寄せられた。

次に，体育館が使えないことから，多目的室に

低い天井でもできるマット等の運動用具を運んだ

り，宮城県で推奨している『元気アップエクササ

イズ』というDVDを見ながら運動できるように

プラズマテレビを常設したりして，少しでも体を

動かせる場を設定した。

また，運動委員会で業間の時間に「リズムなわ

とび」の音楽を校庭に流し，全校児童がなわとび

で体を鍛える「アタックタイム」も実施した。

現在は，震災後の今だからこそ，自分の命を守

るための水泳指導を実施するべきとして，陥没し

たプールサイドのブロックの下に砂を入れ，水は

けのいいマットを敷くなどの工夫をし，夏休みの

１週間前にプールを開始することができた。子ど

もたちは喜んで夏休みのプールに通ってきていた。

衛生面の対策として，保健委員会が手についた

バイ菌が見えるように，石けんで洗った手，水だ

けで洗った手，洗わない手の３種類の違いを校内

に掲示し，ふだんから病気の予防を意識させ，清

潔を保つ重要性を伝える活動を行った。さらに，

暖かくなるにつれて，ハエが大量に発生し衛生的

にも心配な環境となっており，ハエ駆除用のペッ

トボトルを多数設置するなどの対策も行った。

最後に，スクールカウンセラーの活用である。

震災後，児童の心の健康を保つために，カウンセ

ラーの来校回数を増やしてもらった。その機会が

あると思うだけで，保護者はもちろん児童，教師

にいたっても心強いかぎりである。

４．この難関を乗り越えて

このように誰もが体験したことのない災害が襲

い前例のない状況のなか，私たち教師は，子ども

たちを健全に育成していかなければならない。で

は，どんな力を身につけさせればよいのだろうか。

答えは簡単に出てはこないが，ひとつ言えるこ

とは，自己肯定感をもち自分の力で前に進むこと

ができる心の強さと，生きることのすばらしさを

知り，命を大切にできる心が必要になってくるの

ではないだろうか。この心があれば，いずれこの

街を支え，この震災を乗り越えて，さらに復興さ

せていこうとする気持ちをもった大人に成長でき

るのではないかと考える。

その心を育むために，子どもを支える大人がし

っかりと前を向き，知恵を出し合い，子どもたちの

ためにこの難関を乗り越えていきたいと強く思う。

（えんどう・のりこ）

・この稿は７月末時点のものです。

被災地の現場から②

・動かなくなった自動車を撤去して，運動会は当初の予
定通り実施。写真は表現運動の「よっちょれ」を踊る
子どもたち。
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はじめに

３月１１日の震災の日から，私の勤めている学校

の各教室が地域の避難場所になり，保健室は“地

域”の保健室になりました。

子どもたちは全員無事でしたが，６割の子ども

が家をなくし，家族を失った子どもたちも数名い

ます。

私たち教職員は，４月９日まで子どもたちと学

校で一緒に生活し，子どもたちに寄り添い続けま

した。“養護教諭”としての役割と対応に追われ

る毎日のなかで，ひとりの“人間”としてこの震

災にどのようにかかわっていけばよいのか考えさ

せられました。

「つなみはどろぼうだ。私の宝物を全部持ってい

ったよ。おじいちゃんに，家に，私のちょきん通

帳」，「ふつうの生活に戻りたい」

震災により校庭に仮設住宅が建ち，体育館は避

難場所になり，地域の遊び場も失ってしまった子

どもたちと接しているうちに，何気ない会話がと

ても貴重なものに感じ，今は「つらい体験」とし

て受け止めるだけでなく，「とても貴重な体験」

をしていると感じはじめました。

１．子どもたちとのかかわり

環境の変化や子どもたちとのかかわり方につい

て，いくつかの実践を交えてご紹介します。

始業式に全児童へ「ほけんだより」を配布しま

した。その中に，不安を感じている子どもたちを

安心させることと同時に，つらい体験をどのよう

に感じているか，自由に記入してもらえる欄を用

意しました。

無理に聞き出すのではなく，「夜は眠れますか」

「食欲はありますか」など，日常生活について問

いかけてみました。

５月には岩手県からの派遣で臨床心理士が来校

し，アンケートや体ほぐしの指導をしていただき

ました。６月になると，ふだんの生活を意識させ

るため，４年前から実施していた生活実態調査を

行いました。その結果を以前の調査と比較し，震

災による環境の変化や受け止め方の違いなど児童

１人ひとりの実態把握に努めました。

２．見えてくる子どもたちの心と体

「ほけんだより」や５月のアンケート結果から，

不安やイライラを抱え込んでいる子どもたちの姿

が明らかになりました。

子どもたちが言葉に表すことのできないつらさ

・悲しみを心の奥にしまいこんでおくことのない

ように，自分の気持ちを自由に記入できるワーク

シートを用意しました。保健室には常にいろいろ

なワークシートを置き，保健室に来室した児童が

書きたいシートに自由に記入できるようにしてい

ます。そのなかでも「つながり地図」は，書かせる

ことが目的ではなく，今の子どもの状態・状況を

知ることができ，また，子どもたちも自分を振り返

るきっかけになればよいと思い，活用しています。

書けないときは，書けない状態にあると受け止

め「気になる子」には声をかけるようにしました。

・Ａさん

震災前の昨年９月末の「つながり地図」（資料１）

では両親や家族・友達など，たくさんのつながり

を書いています。

震災後，本年５月２０日の「つながり地図」（資

料２）は，腹痛や胸の苦しみを訴え来室したとき

に書いたものです。５月のアンケートには「相談

することはない」と回答していますが，話さなく

ても自分の心の寂しさや，つながりがない状態が

表されています。

・Ｂさん－頭痛・腹痛で来室（資料３）

「今のぼくは，こんな目なんだよ」と今の自分の

岩手県山田町立織笠小学校養護教諭 村上貴美子

特
集

東日本大震災とこれからの健康・安全教育

“つながり地図”で
子どもの心の状態を知る
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表情を表現しました。これ以後「つながり地図」は

他とのつながりを表すことと，加えて顔の表情も

表せるものに変えました。この子は周りのみんな

とのつながりに，自ら鍵をかけてしまっています。

・Ｃさん

昨年度まで来室回数が多かったのですが，震災

後一度も来室していません。過酷な体験後の成長

「外傷後成長（PTG）」なのでしょうか。「家・家

族・友達」があればいいと（資料４），家族や友

達との絆を再確認し，前向きに話してくれました。

３．今，そしてこれから気をつけたいこと

（１）心のケア

震災後の恐怖，そして家や家族を失い町がなく

なっていくことで様々な心の傷が考えられます。

「瓦礫がなくなっていくことは，町がなくなって

いくようで寂しい」と話す子がいます。

生活環境の変化によるストレスも出てきていま

す。仮設住宅への引越し時期に過換気の症状があ

り通院し，さらに専門機関を勧め受診した児童も

いました。このような心のケアの対応には，担任，

保護者，学校医，そして専門機関との連携の大切

さを感じました。

（２）肥満

身体測定の結果，４月の肥満傾向が前年比１３％

増，さらに７月の結果では，全児童の２割が肥満

傾向となりました。５月のアンケートでは，スト

レスの解消に「お菓子を食べる」「ゲームをする」

との回答も多く，校庭や体育館が使えずに思うよ

うに運動ができない状況が続いていることも影響

していると思われます。

（３）情報教育の重要性

震災後，連絡用にと携帯電話を購入した家庭が

多くあります。「携帯やネットは便利であるが凶

器にもなる」。このことを，児童や家庭に再度伝

えていく必要があります。今，子どもたちは人と

のつながりや安心する居場所を求めています。コ

ミュニケーションの活用がネットや携帯だけのつ

ながりにならないように，情報教育やメディアリ

テラシー教育の重要性を感じます。

おわりに

７月の七夕への願いを見ると，子どもたちは大

人より前向きです。「ちゃんとした大人になれま

すように」，「早く山田が復興して，また人が住め

る街にしてください。おねがいします」，「船の船

長になって兄ちゃんと姉ちゃんを船にのせたい」，

「１人で静かに宿題できるようになったらいいな」，

などです。

また，保健室での会話のなかで「うれしい気持

ちになる言葉は，震災前も後も変わりはない。普

通に言葉をかけてほしい」という子どもたちの声

に接し，「相手のことを本気で考えたなら，どん

な言葉でも相手の心に響くのだ」とあらためて気

づかされました。

「今」は常に変化しています。子どもたちへの思

いは変わりませんが，対応に日々変化が求められ

ています。心のケアは，ふだんからの子どもたち

との信頼関係が重要です。そして，１人ひとりの

つらさに共感し，どのくらい相手の立場に立てる

かが，大切なことだとあらためて思います。

保健室の最終目標は，「子どもたちが安心・安

全を感じることで元気になり，さらに自立でき

る」ようにかかわっていくことだと思います。

毎月１１日になると「胸が苦しい」と言って来室す

る児童がいます。笑顔が急に曇ったり，涙を流し

たりと，まだまだ不安が続く毎日ですが，子ども

たちとともに一歩ずつ歩んでいきたいと思います。

（むらかみ・きみこ）

・この稿は７月末時点のものです。

被災地の現場から③

［資料１］震災前のAさんの
つながり地図

［資料２］震災後のAさんの
つながり地図

［資料３］自分の表情を描いた
Bさんのつながり地図

［資料４］大事なものを書いたC
さんのつながり地図
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１．“EARTH”設立の経緯

１９９５年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災で

は，被災した住民が各学校に多数避難してきまし

た。多くの避難住民を受け入れた学校では，教職

員が児童・生徒の安否確認を行うとともに，避難

所運営に尽力しました。学校再開の見通しも立た

ないなか，教職員は交代で避難所となった学校に

泊まり込み，文字どおり２４時間体制で避難所運営

にあたりました。そうしたなか，全国各地からボ

ランティアが被災地に入りましたが，避難所とな

った各学校には県内外から多くの教職員が応援に

駆けつけてくれました。

兵庫県教育委員会では，この時に受けた全国か

らの支援に報いるため，他府県において震災等の

災害があった場合に学校再開を支援するための教

職員による組織「震災・学校支援チームEARTH」

を平成１２年４月１日に設立しました。

２．“EARTH”の組織

“EARTH”は，兵庫県内の公立小・中・高等学

校，特別支援学校の教諭，養護教諭，事務職員，

栄養職員及びカウンセラーで構成されています。

アドバイザー役としてのカウンセラーを除き，

防災教育推進指導員養成講座「上級編」及び各教

育事務所に配属されている防災教育専門推進員と

して長期研修を修了し，その中よりメンバーが選

抜されています。構成員は１５０名を上限とし，避

難所運営班，心のケア班，学校教育班，学校給食

班，研究・企画班の５班を編成し，互いに連携し

て被災地の学校の復興，支援にあたります。現在

私は研究・企画班の班長を務めています。

３．“EARTH”の主な活動

―地震等の災害時の支援派遣―

他府県において震災等の災害が発生した場合に，

その要請に基づいてEARTH員を派遣し，被災し

た学校において，①学校教育応急対策と教育活動

の再開，②児童・生徒の心のケア，③学校におけ

る避難所運営支援を主な内容として，復興支援活

動にあたってきました。

―研修会講師派遣等―

平時においては要請に基づいて県内外の防災教

育に関する研修会に講師，指導助言者，発表者とし

て派遣し，兵庫の防災教育の取り組みについて広

く内外に発信するとともに，自校での授業等を積

極的に活用して，防災教育の推進に努めています。

４．東日本大震災での“EARTH”の活動

３月１４日に宮城県から“EARTH”の派遣要請が

あり，３月１５日の第１陣から４月２０日の第４陣ま

で南三陸町，気仙沼市，岩沼市，東松島市，石巻

市において学校復興支援活動を行いました。

私は第１陣の３月１５日～１９日まで主に南三陸町

で活動しました。３月１６日宮城県庁に到着し，教

育庁の方々と学校の被災状況の報告を聞いた後，

当日の夜，南三陸町の避難所に入りました。佐藤南

三陸町長と面会し，町の被害状況を聞きました。

３月１７日午前，南三陸町立志津川中学校，午後，

志津川小学校を訪問しました。両校では教職員と

教育委員会と南三陸町職員の方に対して避難所の

運営方法，学校再開への方法，心のケアについて

協議を行いました（写真１）。

３月１８日宮城県庁にて，今後の“EARTH”の活

動についての協議を行いました。

５．東日本大震災特有の課題

―避難所の開設・運営―

今回も多くの学校が避難所となり（写真２），教

職員は被災者でありながら避難所運営に奔走しま

した。

阪神・淡路大震災の教訓として，行政の力には

限界があり，大規模災害では，学校の避難所は教職

員が当初運営をしなくてはならい状況になること

を発信していましたが，今回も避難所運営マニュ

アルがなく現場の教職員が大変苦労されていまし

た。学校が地域の防災拠点になることは，今回の

兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校教諭 淺堀 裕

特
集

東日本大震災とこれからの健康・安全教育

震災・学校支援チーム
“EARTH”の活動
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震災でも明らかになりました。学校では避難所運

営マニュアルを作成しておくことが大切です。

避難所がスムーズに運営されれば，早期の学校

再開が可能になります。早期の学校再開は児童・

生徒の心のケアについても大きな意味があること

を理解していただきたいと思います。

―避難所との共生と解消―

今回の震災は甚大な被害と広域的な被害状況の

ため，避難所の解消には相当な時間がかかり，学

校教育と避難所が共生する場面が長期化すると考

えられます。それぞれの活動時間や活動場所等に

ついて，行政と連携し，避難者との具体的な調整

によって，学校と避難所が共生することができる

環境を整えることが必要です。

また，仮設住宅が必要戸数建設されると，避難

所が閉所となります。阪神・淡路大震災では，い

くつかの学校で解消に相当時間がかかりました。

その原因は，学校施設管理者と行政の連携がない

状態で避難者に閉所の理解がされていなかったこ

とにありました。学校としての機能回復を目途に

避難所解消に向けて行政と連携して避難者への閉

所への事前周知をする必要があります。

―教育活動の復興―

学校再開にも時間がかかり，再開後も多くの学

校では完全な状態ではなく，不自由な学習環境が

長期化すると，学習の遅れや今後の進路に対する

不安が出てきます。休業期間を短縮し，学習支援

の教職員を配置するなど長期的な支援の必要があ

ります。また，被災地から受け入れた被災地外の

学校では，転校をした児童・生徒の学習のケアも

配慮する必要があります。

―心のケアの対応―

今回の震災では，犠牲者や不明者があわせて２

万人を超えています。また，午後２時４６分に学校

にいて津波で町が壊滅状態になる瞬間を目のあた

りにしている児童・生徒も多くいます。それに加

え，長期化する避難生活や仮設生活により将来へ

の不安などが児童・生徒の心に大きく影響を与え

ます。心のケアについては児童・生徒の行動や言

動を身近な教職員が長期的に注意深く観察する必

要があります。身近な教職員の適切な声掛けや，

専門家に繋ぐことで，心的外傷後ストレス障害

（PTSD）の発症を防ぐことができます。また，

全国各地に避難している児童・生徒も同じ状況が

心配されます。今回の震災では，多くの児童・生

徒が他府県などに避難している状況です。被災地

の学校と避難先の学校が連携して心のケアに努め

ることも重要です。また，被災地の教職員は震災

直後より被災者でありながら，避難所運営や学校

再開に向けて奔走しました。学校教育が徐々に復

旧するとともに教職員の心のケアも必要になりま

す。教職員に対してのカウンセラーの配置や教育

復興担当教員の配置が早急に必要です。

６．全国の教職員が一丸となって

１６年前の阪神・淡路大震災では，全国からの心

温まる支援により，兵庫県の教育が復旧，復興し

ました。東日本大震災の教育の復旧や復興には相

当時間がかかることが予想されます。私たち全国

の教職員が一丸となって被災地の教育の復旧と復

興を心から願い，長期的に支援していきましょう。

被災地の教職員の皆様におかれましては，お体に

お気遣いいただきながら教育の復旧，復興にご尽

力いただくとともに，今後の災害のためにこの震

災の教訓を発信していただければと思っています。

（あさほり・ひろし）

・この稿は７月末時点のものです。

［写真１］志津川中学校で被災状況を聞くEARTH員 ［写真２］避難所となった志津川小学校


